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○京田辺市広報紙広告掲載に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京田辺市広報紙（以下「広報」という。）の広告掲載に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の範囲） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。 

（１） 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

（２） 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（３） 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 

（４） 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの 

（５） 社会問題についての主義主張 

（６） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの 

（７） その他広報に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、市長が別に定める。 

（広告の掲載優先順位） 

第３条 掲載する広告の優先順位は先着順とする。ただし、同着の場合は、次

に掲げる順とする。 

（１） 国、地方公共団体、公社、公団、公益的法人及びこれらに類するも

の 

（２） 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有するもの 

（３） 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有しないもの 

（４） その他広報紙に掲載する広告として市長が適当と認めるもの 

２ 前項の場合において、優先順位が同じ広告が複数あるときは、掲載希望期

間の長いものを優先とし、掲載希望期間が同一のときは、抽選により決定す

るものとする。 

（掲載申込み） 

第４条 広報に広告の掲載を希望する者は、京田辺市広報紙広告掲載申込書（別

記様式第１号。以下「申込書」という。）に広告原稿を添えて、市長に提出

するものとする。 
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（掲載決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、審査の上掲載の可

否を決定し、京田辺市広報紙広告掲載決定通知書（別記様式第２号）により、

申込者に通知するものとする。 

（掲載位置） 

第６条 広告の掲載位置は、広報担当課で決定する。 

（広告の種類、規格、枠数及び料金） 

第７条 広告の種類、規格、枠数及び料金は、次のとおりとする。 

種類 規格 枠数 料金 

第１号広告 中面２色刷り 

縦６ｃｍ×横４ｃｍ 

１６枠 １万２，０００円 

第２号広告 中面カラー刷り 

縦６ｃｍ×横８．８ｃｍ 

８枠 ３万円 

第３号広告 裏表紙カラー刷り 

縦６ｃｍ×横８．８ｃｍ 

４枠 ５万円 

（広告料の納付） 

第８条 広告の掲載決定の通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、市

長が指定した期日までに、希望する掲載期間に係る広告料を一括して前納し

なければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この

限りでない。 

（広告主の責任） 

第９条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告

の内容に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市に対して

保証するものとする。 

３ 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責

任及び負担において解決しなければならない。 

（変更の届出） 

第１０条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、京田辺市広報紙

広告内容変更届（別記様式第３号）により速やかに市長に届け出なければな
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らない。 

（１） 広告内容を変更するとき。 

（２） 申込書の記載内容に変更があったとき。 

（広告掲載の取消し） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告そ

の他の手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 

（１） 広告主が指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。 

（２） 広告主が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき。 

（３） 市長が広告掲載を適切でないと判断したとき。 

（広告掲載の取下げ） 

第１２条 広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければな

らない。 

（広告料の還付） 

第１３条 納付済みの広告料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない

理由により広告が掲載できなかったときは、納付済みの広告料のうち掲載で

きなかった月数に対応する金額を広告主に還付する。 

２ 前項の規定により還付する広告料には利子を付さない。 

３ 市は、広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、そ

の賠償の責めを負わない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５５年８月４日要綱第１７号） 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和５５年８月４日から適用する。 

附 則（昭和５５年１０月９日告示第７４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年４月１日要綱第３号） 

この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年１０月２１日告示第８４号） 
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この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月４日告示第７号） 

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年１２月２６日告示第２０１号） 

この告示は、田辺町が市となる日〔平成９年４月１日〕から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第６０号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２日告示第２０号） 

この告示は、平成２４年２月２日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１２日告示第１６４号） 

この告示は、平成２５年１２月１２日から施行する。 

附 則（令和３年６月２１日告示第１３０号） 

この告示は、令和３年６月２１日から施行する。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

 


